
デジタル化支援者について

令和4年度補正 事業環境変化対応型支援事業(デジタル化診断事業)
みらデジ事務局



中小企業庁が進める中小企業・小規模事業者のデジタル化推進サポート事業です。
未来のビジョンの実現に向けてデジタル化を通じた経営課題の解決を目指す中小企業の皆さまと、中小企業の取り組み
を支援する各種機関の皆さまの双方をサポートすることを目的としています。

みらデジとは
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デジタル化支援者とは

(※1) 規定資格

1. ITコーディネータ

2. みらデジ事業の趣旨等に賛同し事務局と緊密な連携がとれる団体
が認定等をするデジタル化支援関連資格取得者

1. IT導入支援事業者またはスマートSMEサポーターである者

2. 地方自治体が認めた中小企業等のデジタル化支援が可能な
事業者

3. 別紙(※1)に規定する資格を保有する者

要件

✓ みらデジ経営チェックの結果や相談履歴をもとに、デジタル化に
向けたアクションプランの策定やITツール導入・運用」というプロ
セスにおいて、中小企業をサポート

✓ 『支援機関』が整理した課題を踏まえ、 『デジタル化支援者』
がより詳細な現状分析やITツールの導入サポートを行うといっ
た、『支援機関』との連携を実施

※事業者へのデジタル化の動機付けや、デジタル化における課題の設定につい
て、あくまでも事業者のみらデジ経営チェックや相談内容から把握できる事業
者の課題・状況を踏まえて客観的に行うことを求めます。

役割

みらデジでは、
経営相談とデジタル化に関する専門性を持ち、
中小企業等に対して、
現状分析や経営ビジョンを踏まえた課題設定、ITツールの導入サポート等を実施いただける
事業者を「デジタル化支援者」と位置づけます。
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事業者デジタル化支援の流れにおいて、デジタル化支援者には、主に「現状分析」～「ITツール運用」の支援を担っていただくことを期
待しております。
◼支援機関：事業者接点、みらデジ経営チェックの勧奨、事業者の事業に関する現状分析、課題の設定のための前提整理等
◼デジタル化支援者：デジタル化の専門的な知見を活かし、現状分析を踏まえた適切な課題設定、 ITツールの導入支援等
デジタルに知見を持つ支援機関や、気づきの段階から伴走的に支援を行えるデジタル化支援者については、各主体のケイパビリティや
経営戦略的な判断を元に、事業者のデジタル化支援フローのカバー範囲を広げて支援いただくことも可能です。

デジタル化支援者に期待すること

事業者デジタル化支援の流れ

現状分析 課題設定

ITツール導入
計画立案

（≒デジタル化課題の
特定、解決策検討）

ITツール
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ITツール
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新たな気づきの促し（持続的な稼ぐ力と自己変革力の向上）
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デジタル化支援者として登録し「デジタル化支援者マイページ」を活用することで、紐づけた事業者の経営課題や相談履歴を一元管
理することが可能です。これによって、ツール導入前の現状把握等にかかる工数を削減いただけます。
また、将来的には地域ごとの連携可能な支援機関リストを共有しますので、支援機関による現状把握等の前段支援ののちに、デジタ
ル化支援者が担当するデジタル化に向けたアクションプラン策定やITツール導入についての連携を取っていただくことが可能です。
なお、何度でもみらデジ経営チェックを行っていただけるので、支援の前後の変化を確認するための、効果測定ツールとしても活用い
ただけます。

デジタル化支援者登録いただくことのメリット

【メリット１】

支援をする事業者のみらデジ経営チェック結果・支援機関＆みらデジ専門家への相談等の一元管理

⇒これまでの経緯等をマイページ上で確認出来るため、ツール導入前の現状把握等にかかる工数を大幅に省くことが出来ます

【メリット２】

支援機関とのネットワーク構築

⇒連携可能な支援機関リストの共有によって、デジタル化支援者の支援を必要とする事業者を支援機関から連携してもらうことができます

【メリット３】

効果測定ツールとしての活用

⇒みらデジ経営チェックは何度も行っていただけるので、支援の前後の効果を測定することができます
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IT導入補助金2023より、みらデジ事業で事業者登録された状態で、みらデジ経営チェックを受けることがIT導入補
助金申請のための要件となっております。
デジタル化支援者として登録後、担当事業者を紐付していただくことで、担当事業者の経営チェック実施状況を確認
できます。
※IT導入補助金申請のためにみらデジ経営チェックを受ける際は、gBizIDプライムの入力・連携が必要です。

IT導入補助金2023との連携について

⚫ IT導入補助金2023デジタル化基盤導入枠（複数社基盤導入類型）

⚫ IT導入補助金2023通常枠（A・B）

⚫ IT導入補助金2023セキュリティ対策推進枠

⚫ IT導入補助金2023デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）

⚫ IT導入補助金2023デジタル化基盤導入枠（商流一括インボイス対応類型）

対 象

非対象
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みらデジポータル上の「お問い合わせ」のページから登録申請が可能です。
「企業形態」で「その他(大企業、支援機関等)」を選択いただき、
「お問い合わせ種別」の項目で、「新規支援機関登録の申込み」を選択ください。

デジタル化支援者の登録方法について①
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「その他（大企業・支援機関等）」

を選択してください

「新規支援機関登録の申込み」

を選択してください

1

2

1
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「問い合わせ」ページの「お問い合わせ種別」で「新規支援機関登録の申込み」を選択いただくと、「属性」という項目を
選択いただけるようになるので、選択肢の中から該当する属性を選択ください。最後に「お問い合わせ内容確認」の
ボタンを押していただき、内容確認後「送信」をクリックしていただくことで、事務局から自動返信メールが送られてきます。
その自動返信メールに添付されているフォームに詳細内容を入力いただくことで登録申請が完了します。

デジタル化支援者の登録方法について②

自社の属性、有している資格などを選択してください。

（複数選択可）

※お問い合わせフォームにてお申込み頂くと、
   事務局より本登録申請フォーム（自動送信）を
お送りします。 利用規約のご確認、同意をお願いします。

３

３

本登録申請フォームにてみらデジ事業における
「自社が対応可能なフロー」と「対応可能な領域」を
選択いただきます。
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お問い合わせフォーム

https://check.miradigi.go.jp/s/contact

みらデジ事務局 03-6825-3104
受付時間：9:00～17:00
（土日・祝日を除く）
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